
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）
(8) 医療職給料表(2)

（人） （％） 職員数 うち再任用 （人） （％） 段階

１級 97 12.1% 技師級

２級 獣医師 29

薬剤師 6

診療放射線技師 2

臨床検査技師 14

管理栄養士 37

作業療法士 2

言語聴覚士 3

歯科衛生士 2

学校栄養職員 2

３級 専門員 58 228 28.5% 主任級

理療専門員 3

医療検査専門員 8

主査 1

４級 専門員 117 24

理療専門員 11 1

医療検査専門員 28 9

主査 2

５級 指導専門員 74 327 40.8% 係長級

指導理療専門員 19

指導医療検査専門員 10

係長 78 1

主査 137 5

企画主幹 7 1

薬局長 1

旭川子ども総合療育センターの課長 1

６級 係長 2 118 14.7% 課長補佐級

課長補佐 4

主幹 3

技術主幹 11 1

総合振興局等の課長 71

室長 10 3

家畜保健衛生所等の次長 16 1

心身障害者総合相談所の課長 1

７級 家畜保健衛生所等の次長 7 31 3.9% 課長級

家畜保健衛生所等の長 14

８級 本庁の課長 3

家畜保健衛生所等の長 7

801 100%

備考 　この表の職員数欄には、次の表に掲げる再任用短時間勤務職員の人数は含まない。

○　再任用短時間勤務職員の職員数

等級 職員数

４級 専門員 2

医療検査専門員

2

2.6%

1.2%

職制上の段階

12.1%

8.7%

19.7%

40.8%

14.7%

内訳合計

158

327

118

21

10

計

職　　名

特に困難な業務を処理する専門員の職務

１　薬局長の職務
２　係長又は主査の職務
３　指導専門員の職務

１　本庁の課長補佐又は主幹の職務
２　総合振興局又は振興局の課長の職務
３　家畜保健衛生所の次長又は課長の職務

合　　　計

家畜保健衛生所の長又は特に困難な業務を処理す
る
家畜保健衛生所の次長の職務
１　本庁の課長の職務
２　特に困難な業務を処理する家畜保健衛生所の
　長の職務

70

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

１　診療放射線技師の職務
２　臨床検査技師又は衛生検査技師の職務
３　栄養士の職務
４　理学療法士又は作業療法士の職務
５　歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ
指
　圧師、はり師又はきゅう師の職務（以下「歯科
衛

職名

97１　獣医師の職務
２　薬剤師の職務
３　特に困難な業務を行う診療放射線技師、臨床
検
　査技師、衛生検査技師、栄養士、理学療法士、
作
　業療法士又は歯科衛生士等の職務

専門員の職務


